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はじめに

　リストラクチャリング（事業再構築）の手法として分社経営がある。分社経

営とは，事業部門を別会社組織とすることによって，経営の自主・独立性を尊

重し，経営効率を高めようとする経営形態のことである。分社化に際して，従

来の事業部門で使用していた資産を現物出資して子会社を設立し，その子会社

株式を取得する方式が採られることがある。この場合，内国歳入法（lnternal

Revenue　Code）の一般原則によれば，親会社は，資産との交換に子会社株式を

取得すると，譲渡した資産の税務基礎価額と受け取った子会社株式および他の

資産の時価との差額を限度に，利得・損失を認識する（§1001）。そして，子会

社株式および他の資産に時価を付す（§1032）。また，子会社は，親会社から譲

り受けた資産に時価を付す（§1032）。したがって，親会社は，金銭の出資に代
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えて含み益のある資産を現物出資すると，含み益に課税されることになる。

　しかし，内国歳入法は，特例として，資産が一人または一人以上の者によっ

て，法人の株式との交換に当該法人に譲渡され，譲渡直後にそれらの者が当該

法人を支配する場合には，利得・損失を認識しない（§351）と定めているので，

この要件を満たす現物出資には課税されない。この場合には，親会社が受け取っ

た子会社株式の税務基礎価額は，親会社が譲渡した資産の税務基礎価額となる

（§358）。また，子会社は資産の税務基礎価額として，親会社の資産の税務基礎

価額を引き継ぐ（§362）。

　ところで，この非課税規定は譲渡者の譲渡する資産から株式を除外していな

いので，非課税．O組織再編成（Reorganization）の規定（§368）との関連が問題に

なる。一つは，両規定の要件を共に満たす取引の課税関係，他の一つは，非課

税の組織再編成の要件は満たさないが，この非課税規定の要件は満たす取引の

課税関係である。］）

　本稿では，まず非課税の現物出資の要件と当事者の課税関係を概観し，つい

で両規定の適用関係を具体的事例に則して検討し，最後に両規定の税務上の取

扱いの異同点を主な項目について対比して説明する。

1．非課税の現物出資

1．非課税の要件

　取引が，次の要件のすべてを満たす場合には，親会社から子会社への資産の

譲渡（親会社の株主による親会社株式の子会社への譲渡を含む）は，原則とし

て非課税である（§351）。

（1）　1人または一人以上の者が子会社に資産を譲渡する。

　　ここにいう「者」には，個人，信託財団（trust），遺産財団（estate），パー

　トナLシップ，法人が含まれる（§7701（a）（1））。また，複数の譲渡者による
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米国における会社設立の税務と非課税の組織再編成

　譲渡は，同時である必要はないが，同一の取引の一環として行われるもので

　なければならない。（Income　Tax　Regulations§L351－1（a）（1））。

（2）譲渡は，子会社の株式だけとの交換によるものでなければならない。

　　この要件は，譲渡者が子会社株式の他に，金銭，子会社の債務証書，その

　他の資産を受け取ることを排除するものではない。子会社株式以外に交換差

　金を受け取る場合には，子会社株式に対応する譲渡のみが非課税の扱いを受

　ける。しかし，これらの交換差金を受け取る場合には，子会社株式が名目的

　でないこと，すなわち，交換で受け取った対価の時価の10％以上であること

　が重要である。2）

（3＞譲渡者または複数の譲渡者は，交換直後において子会社を支配する。

　　支配とは，a）すべての種類の子会社の議決権株式の総議決権の80％以上

　で，かつ，b）その他のすべての種類の子会社株式の総数の80％以上を所有

　することをいう（§368（c）〉。

　　この支配は，その交換により取得する必要はない。§351取引には，新た

　に設立された子会社への譲渡だけでなく，譲渡者によって既に支配されてい

　る子会社への資産の譲渡も含まれる。3）

　　この規定の根底には，譲渡者によって支配されている子会社に対する含み

　益または含み損のある資産の譲渡は，形式の変更としてのみ作用し，譲渡し

　た資産について譲渡者が利得・損失を計上する状況にないという思考がある9）

2．当事者の課税関係

①　譲渡者の取扱い

（i）譲渡者の利得・損失の認識

　　交換が上記1の要件を満たす場合には（以下§351取引という），譲渡者

　は子会社株式の受け取りについては課税されない（§351（a））。

　　譲渡者が交換差金（子会社株式以外の資産〉を受け取ると，交換差金の時
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　価を限度として，利得に課税される（§351（b）（1））。しかし，損失は認識し

　ない（§351（b）（2））。

（ii）資産の税務基礎価額

（a）子会社株式の税務基礎価額

　　§351取引で受け取った子会社株式の譲渡者における税務基礎価額は，子

　会社に譲渡した資産の譲渡者における税務基礎価額に次の金額を加減した額

　である（§358（a）（1），（d））。

　　〈減額〉交換で受け取った金銭，その他の交換差金の時価，および譲渡者

　　　　　　から子会社に譲渡した債務

　　〈増額〉交換により認識した利得および譲渡者に譲渡された子会社の債務

（111）資産の保有期間

　　譲渡した資産が譲渡者側で資本資産であるときは，受け取った子会社株式

　の所有期間には，子会社に譲渡した資産の所有期間を含める（§1223（1））。

（b）その他の資産の税務基礎価額

　　§351取引で受け取ったその他の資産（金銭を除く）の税務基礎価額は，

　時価である（§358（a＞（2））。

②子会社の取扱い

（i）子会社の利得・損失の認識

　　子会社は，子会社株式との交換による資産の受け取りについては，利得・

　損失を認識しない（§1032，§118（a））。

　　しかし，子会社が譲渡者に交換差金（子会社株式以外の資産）を譲渡し，

　その交換差金が金銭およびその他の資産である場合には，子会社は交換差金

　の時価がその税務基礎価額を超える金額について利得を認識する（§351（f＞）。

（ii）資産の税務基礎価額

　　§351取引で受け取った資産の子会社における税務基礎価額は，当該資産

　の譲渡者における税務基礎価額に，当該資産について譲渡者が認識した利得

　を加算した額である（§362（a））。
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（m）資産の所有期間

　　譲渡者から受け取る資産の子会社における所有期間には，当該資産の譲渡

　者の所有期間を含める（§1223（2））。

∬．§351取引と非課税の組織再編成の関係

　新設ないし既存の子会社に資産を譲渡して，対価として子会社株式を受け取

るとき，その取引は§351取引に該当するとともに，内国歳入法368条に規定

する非課税の組織再編成の要件も満たす場合がある。この場合の両規定（以下，

前者を§351の規定，後者を§368の規定と略称する）の適用関係については，

意外なことに定説（specific　authority）がない。5）

　以下，レベニュー・ルーリング（Revenue　Rulings＞に示された内国歳入庁（In－

ternal　Revenue　Service）の見解等を参考にして，この問題を検討する。

1．§351取引とタイプC組織再編成

　［事例1］6）

　T社はP株式との交換に，P社に資産と債務の全部を譲渡する。　Tは清算し

て株主にP株式を分配する。同一の取引の一環として，個人AはP株式との交

換に，Aの事業（Tの事業に類似する）に使用されていた資産をPに譲渡する。

①§368の規定の適用

（1）P株式が議決権株式であるならば，TとPの取引はタイプC組織再編成7）

　に該当する。

（2）P議決権株式の他に交換差金を受け取る場合には，交換差金と引き継いだ

　債務が譲渡した資産の時価の20％を超えない限り，タイプC組織再編成に該

　当する。

（3）Pの議決権株式と無議決権株式が使用される場合には，議決権株式だけの

17

5



図表1

株主

T清算

T
P株式

資産と債務

P 窒○
　使用が認められているタイプC組織再編成には該当しない。

（4）Tによって受け取られたP株式が，Pを支配するという要件を満たす場合

　には，その取引はタイプD組織再編成8）にも該当する（§368（a＞（1）（D＞）。

　タイプC組織再編成とタイプD組織再編成の両方に該当する取引はタイプD

　組織再編成の規定が適用される（§3680（2）（A））。したがって，Pに引き継

　がれた債務が譲渡した資産の税務基礎価額を超える場合には，Tは利得を認

　識する（§357（c））。

②§351の規定の適用

（1）TとAによって受け取られたP株式を合算してPを支配することとなる場

　合には，AとTによる譲渡は共に§351取引に該当する。

（2）Tによって受け取られたP株式がPの20％を超える場合は，Aの譲渡を

　§351取引とするためには，TとAの両方が資産の譲渡者とならなければな

　らない。すなわち，Aが支配要件を満たすには，　TによるP株式の所有を必

　要とするのである（Rev．　Rul．68－3571968－2　C．　B．　P。145），

（3）Tのその後の清算とP株式の株主に対する分配は§351の規定の「直後に
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　おいて支配する」要件には抵触しない（§351（c））。

③債務の引き継ぎによる課税

（1）§351取引およびタイプD組織再編成では，引き継がれた債務が譲i渡した

　資産の税務基礎価額を超える場合には，Tに課税されるが（§357（c）），タイ

　プC組織再編成にはこのような取扱いはない。

（2）Tによって受け取られるP株式がPを支配するに足るものであり，かつ，

　Tが清算する場合は（§354（b＞（1）），タイプC組織再編成はタイプD組織再編

　成ともなる。この場合には，上記のようにタイプD組織再編成の規定がタイ

　プC組織再編成の規定に優先して適用されるので，債務引き継ぎに関する課

　税が生じる。

（3）TはPを支配するが，清算せずに，P株式をTの株主に分配しない場合に

　は，タイプC組織再編成でもタイプD組織再編成でもない。しかし，§351

　取引には該当するので，やはり債務引き継ぎに係る課税が生じる。

（4）TがPの支配を獲得せず，その後清算する場合は，その取引はタイプC組

　織再編成には該当するがタイプD組織再編成には該当しない。しかし，Tと

　Aが一緒になってPを支配するならば§351丁目に該当する。§351取引と

　タイプC組織再編成の両方に該当する取引には，債務の引き継ぎに係る課税

　の問題に関する限り§351の規定が適用される（Rev．　RuL　76－1881976－1

　C．　B．　P，　99）o

④税務上の特性の引き継ぎ

（1）税務上の特性は，タイプC組織再編成では引き継ぐが，§351取引では引

　き継がない（§381（a））。

（2）§351取引とタイプC組織再編成の両方に該当する取引は，タイプC組織

　再編成に該当する以上，税務上の特性は引き継がれる（Rev．　Rul．76－1880p．

　cit，　P，　！00）o
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2．§351取引とタイプB組織再編成

　［事例2］9）

　BはP議決権i株式との交換にPにT株式100％を譲渡する。AはP議決権株

式との交換にPに資産を譲渡する。AとBの両者でPを支配する。

図表2

B

P株式

T株式

P 箒○

T

①§368の規定の適用

（1）P株式は議決権株式であり，PはTの支配を獲得するので，　BによるT株

　式の譲渡は，タイプB組織再編成lo）である。

（2）Bが交換差金またはPの無議決権株式を受け取る場合には，その取引はタ

　イプB組織再編成ではない。Bには§351の規定だけが適用される。

②§351の規定の適用

（1）AとBは共にPに対する資産の譲渡者である。それゆえ，Aの§351取引

　の支配の決定に際して，BによるP株式の所有割合が計算に含まれる。

（2）Bの譲渡が，タイプB組織再編成とならない場合にも，上記の通り§351

　の適用があるが，両規定の要件を共に満たす場合には，両規定が共に適用さ

　れる（Rev．　Rul．70－4331970－2　C，　B，　P．82）
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3．§351取引とタイプD組織再編成

　［事fij］J　3］1ユ）

　TはP株式の80％との交換で，Pに資産の一部を譲渡する。同一の取引の一

環として，BはP株式の20％との交換で，　Pに資産を譲渡する。

　次いで，TはBの所有するT株式との交換で，　BにP株式を譲渡する。　Bに

対するP株式の譲渡は§355の要件12）を満たす。

図表3

500／．

A　）（B

50％

　　　800／，

　P株式

P

20％P株式

資産

資産

T

①§368の規定の適用

　　P株式の80％との交換によるT資産のPへの譲渡と，§355の要件を満た

　すP株式のBへの譲渡により，Tの譲渡はタイプD組織再編成となる（Rev．

　RuL　77Lll　1977－1　C．　B，　P．　94）

②§351の規定の適用

（1）Pに対するTの資産譲渡は§351取引になる（Rev，　Rul，77－110p．　cit．，　P．

　49）。その結果，Tは§368の非課税規定だけでなく，§351の非課税規定の

　適用も受ける。
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（2）TによるBに対する株式の分配が，§355の分配の要件を満たさない場合

　には，TによるPへの資産譲渡を非課税とするには，§351の適用によらな

　ければならない。しかし，Pに対する資産譲渡についてだけ，課税の有無を

　問題にしても意味がない。§355の要件を満たさなければ，P株式のBへの

　分配について課税されるからである（§311（b））。

（3）P株式の20％との交換によるBのPへの資産譲渡は，Tの譲渡と合わせる

　と，§351取引となる。資産の譲渡直後においてPを支配したかどうかの判

　定には，両方の譲渡を合算することが認められる（Rev．　Rul．77－110p．　cit．，

　P，　49）o

（4）譲渡直後のTによるBへのP株式の分配は，譲渡直後における支配の要件

　に抵触しない（§351（c））。

③債務の引き継ぎの課税

　　取引が，§351取引とタイプD組織再編成のいずれであっても，債務の引

　き継ぎに係る課税の規定（§357（c））がTに適用される。

④税務上の特性の引き継ぎ

　　タイプD組織再編成に該当しても，Tの実質的に全部の資産がPに譲渡さ

　れておらず（§354（b）（1）（A）），また，Tが所有する残りの資産をBに譲渡し

　ていないので（§354（b）（1）（B）），丁資産のPへの譲渡には，税務上の特性の

　引き継ぎの規定は適用されない（§381（a））。

皿．§351と§368の諸規定

　子会社の株式との交換に資産を譲渡する場合，譲渡者はその取引が§351取

引か§368に規定する組織再編成に該当する限り，利得・損失を認識しない。

しかし，いずれの取引においても，交換差金がある場合には，交換差金の時価

を限度に利得を認識しなければならない（損失は認識しない）。§351取引では，

利得の性格は譲渡した資産の性格（資本資産であるかどうか）によって決ま
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る。13）組織再編成では，株主に分配された交換差金は，それが配当の性格を有

するときは，配当として課税される（§356（a）（2））。

　また，譲渡者は，引き継がれた債務が，譲渡した資産の税務基礎価額を超え

る場合には，その超過額について（実現した利得を限度として），§351取引

では利得を認識し，組織再編成ではタイプDを除き利得を認識しない。

　さらに，子会社は，§351取引では税務上の特性を引き継がないが，組織再

編成ではこれを引き継ぐ。

　§351の規定も§368の規定も，原則として，非課税取引の要件を定めたも

のであるが，いずれの取引に該当するかにより，このように一部取扱いが異な

る。両規定の税務上の取扱いを，主な項目について対比して示せば次の通りで

ある。

図表4

項目 非課税の現物出資（§351） 非課税の組織再編成（§368）14）

1．利得・損失　①交換差金がない場合

の認識 　譲渡会社（親会社）は譲渡した

資産について利得・損失を認識し

ない。（§351（a））。

①交換差金がない場合

　譲渡会社（売却会社）は譲渡し

た資産について利得・損失を認識

しない。（§361（a）〉。

②交換差金がある場合

（1醸渡会社（親会社）は交換差金

について，受け取った金銭と資産

の時価の合計額を限度に，利得を

認識する（§351（b）（1））。しかし，

損失は認識しない（§351（b）（2））。

②交換差金がある場合

（1譲渡会社（売却会社）は交換差

金として受け取った資産を組織再

編成の計画に基づいて株主に分配

した場合には，その交換について

は利得を認識しない（§361（b）（1）

（A））o

しかし，分配しない場合には，利

得を認識する（§361（b＞（1）（B））。

なお，いずれの場合も損失は認識
しない（§361　（b＞（2））。
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項目 非課税の現物出資（§351） 非課税の組織再編成（§368）14）

（2）譲受会社（子会杜）は，含み益

のある資産を交換差金として譲渡

すると，含み益に課税される
（g351　（f），　E311　（b））．

（2）譲渡会社（売却会社〉の株主は

受け取った金銭と資産の時価の合

計額を限度に，利得を認識する
（9356　（a）　（1））．

しかし，損失は認識しない（§356

（C））o

（3＞譲渡会杜（売却会社〉は組織再

編成の計画に基づいて，含み益の

ある資産（株式，有価証券以外の

資産）を株主に分配すると，含み

益に課税される（§361（c）（2）（A））。

2　有価証券を

受け取ったと

　きの取扱い

課税される。15） 　原則として非課税である（§354

（a）（1））。ただし，受け取った有価

証券の額面が譲渡した有価証券の

額面を超える場合，および有価証

券を受け取るだけで譲渡しない場

合には，譲渡会社（売却会社）の

株主に課税される（§354（a）（2））。

3　債務の引き　　譲渡会社（親会社）は引き継が

継ぎの課税 れた債務と譲渡した資産が負担し

ている債務の合計額が，譲渡した

資産の税務基礎価額を超える場合

にはその超過額に課税される
（g357　（c）　（1）　（A）〉．

　タイプD組織再編成にだけ左の
適用がある（§357（c）〔1）（B））。
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米国における会社設立の税務と非課税の組織再編成

項目 非課税の現物出資（§351） 非課税の組織再編成（§368）ユ4）

4　資産の税務　①譲渡会社（親会社）

基礎価額

5　資産の所有

期闘

（1）受け取った株式

　譲渡した資産の税務基礎価額を

受け取った株式の税務基礎価額と

する。交換差金を受け取った場合

には，受け取った金銭の額，交換

差金の時価を減額し，交換により

認識した利得の金額を増額する
（§358（a）（1））。なお，引き継がれ

た債務の金額は減額する（§358
（d）　（1）＞o

（2）その他の資産（交換差金）

　上記以外の資産の税務基礎価額

はその時価である（§358（a＞（2））。

②譲受会社（子会社）

　譲り受けた資産の税務基礎価額

は，譲渡会社（親会社）における

税務基礎価額に，譲渡会社（親会

社）が交換により認識した利得の

金額を加算した金額である（§362

（a））o

①譲渡会社（親会社）

　資本資産（§1221で定義）ま

たは事業用資産（§1231（b）で定

義）との交換に取得した株式の所

有期間は，これら資産の所有期間

を引き継ぐ（§1223（1＞＞。

①譲渡会社（売却会社）またはそ

の株主

（1）受け取った株式・有価証券

　同左（§358（a）（1））。

②その他の資産（交換差金）

　同左（§358（a）（2））。

②譲受会社（取得会社）

　口叩（§362（b））。

①譲渡会社（売却会社）またはそ

の株主

　譲渡した資産または株式・有価

証券が資本資産である場合は，受

け取った株式・有価証券の所有期

間に譲渡した資産または株式・有

価証券の所有期間を含める
（g1223　（1））．
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項目 非課税の現物出資（§351） 非課税の組織再編成（§368＞14）

②譲受会社（子会社）

　株式との交換で取得した資産の

所有期間は，譲渡会社における資

産の所有期間を引き継ぐ（§1223
（2））o

6．税務上の特　　譲渡会社（親会杜）の税務上の

性特性は引き継がれない。

②譲受会社（取得会社）

　株式との交換で取得した譲渡会

社（売却縞染）の資産または株式・

有価証券の所有期間には，譲渡会

社（売却会社）またはその株主が

これら資産，株式・有価証券を所

有していた期間を含める（§1223
（2））o

　タイプA，C，　D組織再編成に

よる資産取得の場合には，譲受会

社（取得会社）は譲渡会社（売却

会社）の税務上の特性を引き継ぐ
（g381　（a）〉．

おわりに

　§351は，次の点で§368の要件より緩やかである。

①§351では交換差金の使用について特に制限がない。タイプB組織再編成

　では交換差金の使用は認められず，タイプC組織再編成では売却資産の20％

　を限度に交換差金の使用が認められるに過ぎない。

②§351では子会社の議決権株式の他に無議決権株式も非課税の対価にな

　る。タイプB組織再編成およびタイプC組織再編成では，売却会社の議決権

　株式だけが非課税の対価であり，無議決権株式を受け取ると課税取引になる。

③§351では親会社の実質的に全部の資産との交換が要件になっていない。

　タイプC組織再編成およびタイプD組織再編成では，取得会社の実質的に全

　部の資産との交換が非課税の要件である。

　　したがって，取引が§368の組織再編成に該当しない場合でも，§351の

　要件を満たす場合はありうる。取引の当事者は，取引の構築に際しては

　§351のこのような適用要件の柔軟性に着目する必要がある。
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　分社化によるリストラクチャリングの税金コストを少なくするためには，

現物出資による会社設立を非課税とする§351の規定の適用可能性を検討す

べきであろう。

（1993年9月30日記）
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